
別紙

岩手県立病院胆江保健医療圏検査用検体及び書類搬送業務仕様書

検査用検体及び書類搬送業務(以下「委託業務」という。)は、この仕様書の定めるところにより実施

するものとする。

１ 委託業務は、次のとおりとする。

岩手県立胆沢病院から岩手県立江刺病院間の検査用検体及び書類搬送に係る業務とする。

２ 委託業務の内容

岩手県立胆沢病院及び岩手県立江刺病院からの検査用検体及び書類搬送に係る作業

３ 委託業務の実施方法

（１）搬送場所

岩手県立胆沢病院（岩手県奥州市水沢字龍ケ馬場 61 番地）

岩手県立江刺病院（岩手県奥州市江刺西大通り５番 23号）

（２）搬送日及び回数

週休日及び国民の祝日に関する法律に規定する休日を除く日。一日一回一往復とする。

ただし年末年始期間等長期の休日がある場合は別途打ち合わせの上、取り進めるものとする。

（３）搬送時間及び経路

午後１時 30 分までに岩手県立胆沢病院を出発とする。当日午後２時 15 分までに岩手県立江刺病

院へ書類を搬送し、検査用検体及び書類を受け取り当日午後３時 00分までに岩手県立胆沢病院へ搬

送する。

なお、検体保管用のバッグは岩手県立胆沢病院において準備するものとする。

４ 委託業務完了報告

受託者は、毎月の委託業務が完了した都度、業務完了報告書（様式１）を委託者に提出し、その完

了確認を受けるものとする。

５ 請求方法

請求書払いとする。なお、搬送した日を記載した明細を添付すること。

６ その他

（１）搬送業務に従事する者は可能な限り最小限の人数にすること。

（２）本条項に定めのない事項については双方協議の上決定すること。

（３）以上の条件に違反したときは、契約を解除され又は適当な措置を取られても異議を申し立てない

こと。


